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業務管理体制の整備と届出について

令和５年度 集団指導



【介護サービス事業者の業務管理体制の整備とは】

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が
義務付けられています。

介護保険法第115条の32 第１項

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防
サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介
護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者（以下「介護サービス事業者」という。）
は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、第九十七
条第七項、第百十一条第七項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の
二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体
制を整備しなければならない。
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資料出典：厚生労働省HP
「介護サービス事業者の業務
管理体制について」
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【届出先及び届出方法】

届出が必要となる事由 様式

新規に業務管理体制を整備した場合 第１号様式

業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等により、
届出先区分の変更が生じた場合
※変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届出が必要

第１号様式

届出事項に変更があった場合 第２号様式

令和５年３月より、厚生労働省において構築された「業務管理体制の整備に関する届出システ
ム」（以下業務管理体制届出システム）を利用した届出も可能となっていますのでご活用ください。
業務管理体制届出システムURL：https://www.laicomea.org/laicomea/
※操作マニュアルは、業務管理体制届出システムよりダウンロードしてください

＜提出先＞〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課
施設サービス係
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【事業所数の考え方】

事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに１事業所と数えます。
同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合は事業所として数えます。
例えば、一つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けて
いる場合、その事業所数は「２」と数えます。
健康保険法により指定を受けたみなし指定事業所は業務管理届出は不要です。
総合事業を実施している「第１号訪問事業」「第１号通所事業」等は、業務管理体制整備の
事業所数には含まれません。
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【一般検査】

県では、運営指導にあわせて、業務管理体制の整備に係る一般検査を実施しています。
審査の過程で以下のものを拝見させていただく場合がありますので、ご準備ください。
ア. 法令遵守責任者の役割及びその業務内容
イ. 業務が法令に適合することを確保するための規程の内容（事業所数20以上の法人のみ）



（問２）事業所の数を数えるにあたって、休止している事業所はどのように取り扱うか。
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（問３）新規で届出を行うにあたり、様式の ５区分変更 の欄は何を記載したらよいか。

（答）業務管理体制を整備し、新規で届出を行う場合には、５区分変更の欄に記入する
必要はありません。

（答）休止している事業所についても、事業所の数に含めて数えてください。

【よくある質問】

（問１）初回の届出を行った後、新規事業所の指定又は廃止等があった場合、必ず届出
事項の変更の届出をしなければならないのか。

（答）新規事業所の指定や廃止等により事業所等の数が変更しても、整備する業務管理
体制や届出先行政機関が変わらない場合は、届出は必要ありません。



（問５）届出事項の変更を届け出たいが、「事業者（法人）番号」はどこで確認できるか。
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（答）事業者（法人）番号については、県のホームページの「業務管理体制届出済事業者
一覧」に掲載しているので適宜確認してください。

県ホームページ：トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険【事業者向け】>
指導・監査 > 業務管理体制

（問４）届出にあたり、添付書類は必要か。

（答）業務が法令に適合することを確保するための規程の概要*1及び業務執行の状況の
監査の方法の概要*2 について届け出る場合は、概要等がわかる資料を添付してください。
*1 法令順守マニュアル（法令遵守マニュアル）
*2 法令遵守に係る監査

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/
kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html

URL：


